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研究成果の概要（和文）：
本研究では、第一に、遺留分制度の沿革研究及び解釈論の検討をふまえて、近時の二つの改正
法・新法（信託法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律）と民法、特にその中
の遺留分制度との緊張関係を具体的に指摘した。第二に、信託法に関して、遺留分制度の趣旨
及び効力のとらえ方によって、特定の条項について複数の解釈が可能であることを示して、各
解釈の特徴及び問題点を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：
Trust Act enables different property succession from Civil Code planning. Some collisions
may arise between the Trust Act, Civil Code, especially a law of succession. However, the
norm of the Civil Code will not necessarily extend to trust acts.
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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律、

１．研究開始当初の背景
（1）本研究は、遺留分制度廃止論を念頭に
おきつつ遺留分研究を進める中で、新たに登
場した新しい立法との関係において、それが
どのように位置づけられるのか、という問い
から生まれたものである。

（2）被相続人の意思に対する大きな制約と
なる遺留分制度の趣旨が曖昧であることが
指摘されて久しいが、筆者は、日本遺留分法
の沿革及び母法の実態などを中心とする

2008 年度までの研究において、日本遺留分
法は、相続人間の平等を趣旨とするものでも
なく、限られた近親者の生活保障のために一
定の価値を与える趣旨で設けられた弱い制
度であることを明らかにした。その上で、立
法趣旨から導かれる解釈の具体例として、遺
留分の質的・量的限定、さらには、一定の場
合に遺留分減殺請求権の行使を否定する解
釈を提案した。

（3）これらの研究において、現行民法上の
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遺留分制度をめぐる争点について一通り検
討したが、そのようななか、民法以外の領域
において、遺留分制度と接点を有する問題が
新たに登場した。一つは、信託法の改正（2006
年 12 月改正）によって、ますます問題とな
る場面が多くなると考えられる相続外財産
移転制度である信託と遺留分制度との関係
であり、いま一つは、「中小企業における経
営の承継の円滑化に関する法律」（略称：中
小企業事業承継円滑化法、2008 年 5 月成立）
において導入された遺留分放棄契約とでも
呼ぶべき新たな仕組みの解釈及び具体的運
用方法である。
当時、前者については、問題の一端を紹介

した論文が 1 編存在するのみであり、後者に
ついては、正面から取り上げた論考は皆無で
あった。ましてや、これらが従来の遺留分を
めぐる争点や今後の遺留分のあり方に与え
る影響について検討されたことはなかった。

そこで、これらの検討が必要であると考え
た。

２．研究の目的
（1）本研究では、１．において述べた当時
の状況に鑑みて、外国における議論などを参
考にしつつ、上述の問題について検討するこ
とを最大の目的とした。あわせて、二つの改
正法・新法の背後に見え隠れする遺留分制度
潜脱の推奨ともとれる、ある種の政策につい
て考察することを通して、実社会において遺
留分制度がおかれている位置を明らかにし、
遺留分制度廃止論の検討につなげることも
目指した。

（2）より具体的には、次の 4 点を主な目的
とした。
①二つの改正法・新法と遺留分制度との関

係に関する問題点の整理・分析
一般に、信託も遺留分の規定に抵触するこ

とは許されないとされているが、当時、遺留
分算定の基礎となる財産に含まれる価額、実
際の減殺権行使の相手方・順序・方法等、基
本的な事項についてさえ未だ不明確な点ば
かりであった。そのため、改正時の議論の他、
改正前の信託法下における信託と相続法と
の関係に関する議論も分析対象に加え、問題
点を整理することが必要であると考えた。中
小企業事業承継円滑化法において認められ
た、一定の条件下での合意による遺留分の事
前放棄、遺留分算定の基礎となる財産の限定、
価額評価の基準時の変更は、何れも遺留分学
説及び判例の立場とかけ離れているため、立
法経緯及び立法趣旨を明らかにすることも
目的加えた。
②二つの改正法・新法が民法法理に与えう

る影響の検討
そもそも信託が遺留分制度の制約に服す

るかという問題をはじめ、信託と遺留分制度
との関係の捉え方は、遺留分制度の空洞化を
どのように考えるかという問題と密接に関
わる。また、中小企業事業承継円滑化法は、
あくまでも中小企業の承継の場合にのみ適
用される特例ではあるが、農業など類似の問
題を抱える産業は多く存在するのであって、
なし崩し的に他の場合についても同様の仕
組みの適用が検討される可能性がないとは
言えまい。このような観点から、二つの新
法・改正法が民法法理に与えうる影響につい
て検討し、遺留分制度の存在意義を問う視角
に加えたいと考えた。
③外国における解釈方法の参照、紹介
信託法と遺留分制度の関係については、仏

独法においても同様の問題が存在するが、日
本では全く紹介されていないため、現在の議
論状況及び判例を概観し、示唆を得ることが
有益であると考えた。中小企業事業承継円滑
化法については、他国に類似の制度があるか
否かさえ明らかではないが、農家相続におけ
る特例等にも視野を広げて、参考になる法制
度を探すことにした。
④遺留分制度の存在意義の再検討、遺留分

制度廃止論の試み
本研究の最終段階において、遺留分制度に

よる制約を最小限に抑えようとするこれら
の立法動向をふまえて、それでもなお、遺留
分制度に存在意義があるのか検討したいと
考えた。その際、さらに新しい視点を得るた
めに、遺留分制度が現実に果たしている役割
を裁判例から探り、それらの役割の他制度に
よる代替可能性について検討し、既に空洞化
しつつある遺留分制度の廃止論が一定の場
合にはありうることを示すことを最終的な
目的として定めた。

３．研究の方法
（1）本研究は、①二つの改正法・新法と遺
留分制度との関係に関する問題点の整理、②
外国法における類似の問題への対応方法の
調査、検討、③二つの改正法・新法における
関連条項の解釈の提示、④これらを通して見
えてくる遺留分制度の空洞化と、それをふま
えた今後の遺留分制度のあり方に関する考
察、⑤研究のとりまとめ、という順序で進め
た。

（2）まず、2009 年度は、次の 2点に重点を
おいて研究を進めた。
①二つの法律の全体像の把握、遺留分制度

との関係に関する問題点の分析・整理
検討の対象となる信託法及び中小企業事

業承継円滑化法の全体像を把握した上で、本
研究との関係で重要な意味を持つ条項（信託
法 91 条、中小企業事業承継円滑化法 4・5条）
を中心にその立法経緯及び立法趣旨の調査



等を行った。信託法については、立案担当者
の手による解説書が存在するが、後者につい
ては、まとまった立法資料は存在しないため、
立法の基となる検討が行われた事業承継協
議会における議論等を参考にした。
②英・米・独・（仏）の遺留分法・相続法

の概観
遺留分制度と他制度との関係を考察する

上で、相続法全般に関する理解が不可欠であ
るため、基本的な文献を一通り収集して概説
書レベルから基本的情報の把握、知識の整理
に努めた。特に改正作業が進んでいるドイツ
の遺留分制度については、最近の論考にも触
れることができた。

（3）2010 年度は、他国の研究者とのネット
ワーク作り及び情報交換が主な研究内容と
なった。

人の死に伴う財産移転は、必ずしも相続法
の規定通りには行われず、公証人等による独
自の移転方法、とりわけ遺留分制度の潜脱制
度が普及している国も少なくない。そのため、
相続法と信託など相続外財産移転制度との
関係を考える際には、文献資料には表れない
実態を知ることが重要となる。そこで、諸外
国の研究者との交流の機会を活かしてこれ
らの情報を収集すべく、ネットワークの基礎
作りに力を注ぐことになった（４．（2）参照）。

（4）2011 年度は、次の 3点を中心に研究を
進めた。
①独・仏の相続外財産移転制度と遺留分制

度との関係に関する研究
類似の制度を有する外国法から二つの改

正法・新法の解釈への示唆を得ることを試み
た。この分野は、外国法の紹介が全くなされ
ていないのみならず、立法・実務の変遷が激
しい分野でもあるため、難航が予想されたが、
まず、信託法等に関係する文献を集めた上で、
基本となる文献を読み込み、その上で、関連
すると思われる部分について重点的に資料
を収集するという方法をとった。また、イン
ターネットを利用して、常に立法動向にも目
を配るよう心がけた。
②外国法からの示唆の整理、まとめ
本研究の柱の一つである比較法から得た

示唆をまとめる作業を、比較的早い段階から
進めた。外国法における解釈方法をそのまま
参考にするのではなく、そのような解釈の背
後にある遺留分制度のあり方及び趣旨に関
する考え方に留意し、それらの思想が日本法
になじみやすいものか、また、従来の争点の
解釈との整合性はどうかという観点からも
検討を深めるよう努めた。
③遺留分制度廃止論の可能性に関する検

討、研究のとりまとめ
以上の研究をふまえ、遺留分制度廃止論に

ついて論じる予備的考察を兼ねて、裁判例に
示される遺留分制度の現代社会での役割、法
の教育的効果・象徴的効果等も考慮しつつ、
二つの改正法・新法と遺留分制度との関係を
通して見えてくる遺留分制度の今後につい
て考察した。

４．研究成果
（1）外国法における対応と実態の把握
「公序としての相続法」という意識が強いと
言われるフランスにおいて、近年、信託法が
制定された。この信託法は、当初、当事者を
法人に限定するなど、信託法による相続法の
潜脱を許さない態度を示したものとも受け
取られた。しかし、他方で、フランス革命後、
原則として禁止されていた信託的継伝処分
を相続制度の中で復活させるなど（相続及び
恵与の改正に関する 2006 年 6 月 23日の法律
第 728 号）、相続法それ自体に信託的な要素
を持ち込むことが行われている。背景には、
弱者の私的保護等の社会福祉的考慮、企業承
継への配慮等があると言われており、このよ
うな社会的要請は日本と共通する。また、ド
イツ民法には、後継ぎ遺贈、先位・後位相続
（ドイツ民法 2100 条以下）等、信託的継伝
処分、あるいは、信託と同様の機能を果たす
制度が存在することがわかった。

他方、本研究では、特に、文献資料によっ
て知ることができない実態把握に力を注い
だことによって得たこともある。具体的には、
Antoinette Fauve-Chamoux教授（CNRS）の下、
5 名の研究者が、諸国における相続法と慣習
との対立及び調整に関する検討を行う機会
を最大限活かした（5．〔研究発表〕②）。そ
の結果、諸外国においても日本と同様、民法、
とりわけ相続制度が実態に即したものには
なっていないものの、他の立法によるその潜
脱は、あまり問題となっていないとの印象を
受けた。
これらの背景には、民法の枠内での解決が

主流であるという立法の構造の問題もある
ようだが、民法の公序という概念に対する理
解の違いもあるように感じた。この点につい
ては、さらに検討が必要であると考える。

（2）信託法・中小企業における経営の承継
の円滑化に関する法律と民法との緊張関係
の指摘、及び複数の解釈論の提示とその検討
本研究では、特に信託法について、改正信

託法の概要及びその立法背景を把握した後、
信託を用いた財産承継方法と民法上の既存
の財産承継方法との比較検討を行いつつ、解
釈論の構築を試みた。具体的には、民法上の
制度として、相続分の指定（民法 902 条）、
遺産分割方法の指定（民法 908 条）、遺贈（民
法 964 条）等の仕組みとその活用方法を確認
するとともに、その有効性が疑問視されてき



た後継ぎ遺贈をめぐるこれまでの議論を整
理した。これらとの比較において、改正信託
法において立法化された後継ぎ遺贈型受益
者連続信託（信託法 91 条）に注目し、その
民法上の財産承継方法との異同、長所及び短
所、想定される利用方法について、分析を進
めた。さらに、特に、中小企業の事業承継に
おける活用が注目されていることから、既に
施行されている中小企業における経営の承
継の円滑化に関する法律を利用した財産承
継との比較も試みた。その結果、中小企業に
おける経営の円滑化に関する法律の利用に
よっても、遺留分権を有する相続人全員の同
意が得られない場合には、事業承継者による
経営資産の一括承継が困難であり（４、５条
参照）、それが同法の一つの大きな限界とな
っており、そのような場合への対応が信託に
期待されていることが明確にわかった。
このような現状をふまえて、a）民法上の

公序とされる遺留分制度が、異なる法体系で
ある信託法における財産承継制度にも適用
されるのか、b）適用されるとしても、それ
は民法における財産承継に対する規律と同
じレベルで適用されるの か、より緩やか
な制約にならないのか、c）具体的な計算は
どのように行われるのか、という３つの検討
課題に的を絞って、研究成果をまとめること
にした。その結果、a）立法者は、信託にお
いても、遺留分制度を潜脱することはできな
いと考えていたものの、b）その理論的根拠
や具体的な適用方法については、ほとんど審
議されていないことが明らかになった。現在
の遺留分制度をめぐる裁判例の動向に、被相
続人の意思の尊重、さらには、遺留分制度の
存在意義に対する確信の揺らぎを見ること
も不可能ではないことから（増加傾向にある
遺留分放棄許可の申立件数及び高い認容率、
権利濫用法理による遺留分減殺請求の排斥、
遺留分算定の基礎となる財産の限定、価額弁
償制度の柔軟化など）、以下のように、信託
法における財産承継制度が遺留分の規律に
服することが必然ではないと考えるに至っ
た。

続いて、c）仮に遺留分の規律に服すると
した場合を念頭に置いて、その影響を最小限

にとどめる法律構成についても検討を進め
た。現在、考えられている受益権説（遺留分
算定の基礎となる財産を受益権の価額と考
えて、遺留分減殺の対象を受益権、減殺請求
の相手方を受益者とする見解）、信託財産説
（遺留分算定の基礎となる財産を信託財産
の価額と考えて、遺留分減殺の対象を信託の
設定行為ないし信託財産、減殺請求の相手方
を受託者（＋受益者）とする見解）、及びこ
れらの折衷説の特徴と欠点、そして、残され
た課題について、以下の視点を中心に主張を
まとめた（その一部が 5．〔雑誌論文〕①）。
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